
北海道におけるエゾシカ捕獲対策

①狩猟捕獲

・Ｒ２年度猟期から、国有林・道有林における銃猟目的の入林規

制を解消（一部区域を除き、平日の一般銃猟が可能）

・捕獲個体のジビエ利用を促進

②許可捕獲等

・鳥獣被害防止総合対策交付金の充実を国に要望

・鳥獣被害防止総合対策交付金の効率的な予算執行方法を検討

・指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲効率向上

③その他

・捕獲技術の開発

・捕獲従事者、行政担当者の技術向上

エゾシカ推定生息数（東部・西部）は、平成２３年度をピークに

減少～横ばい傾向で推移してきたが、令和元年度は、前年度より２

万頭多い６７万頭となっており、捕獲対策の一層の強化が必要。
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